
(100.0)

100.0

(100.0)

100.0

(100.0)

100.0

(90.2)

95.5

(94.4)

97.4

(75.6)

87.1

(48.5)

63.9

(0.3)

100.0

(60.7)

74.3

(59.8)

74.7

(66.1)

78.2

(65.4)

78.4

(45.2)

92.6

(21.6)

73.3

(9.6)

48.9

(14.1)

55.6

(24.8)

60.4

(25.3)

60.7

※旧道、新道を含む
※改良率：上段は5.5m以上、下段は5.5ｍ未満を含む

用語の説明
■実延長
　道路法の規定に基づき供用開始の告示がされている区間のうち、重用区間、渡船区間を除いた区間の延長。
■規格改良済
　道路構造令細則案（内務省土木局昭和10年6月土木会議決定）、旧道路構造令（昭和33年8月1日政令第244号）、
　道路構造令（昭和45年10月29日政令第320号）の規格に適合するもの。
■自動車交通不能
　幅員、曲線半径、勾配その他の状況により、最大積載量4トンの貨物自動車が通行できないもの。

道路種別 実延長

改　良　済　未　改　良　内　訳

車　　　　幅
5.5ｍ以上

車　　　　幅
5.5ｍ未満

率
（％）

改　　良　　済

未改良

内
自
動
車

交
通
不
能

0
高速自動車
国　　　　 道

130,220 130,220 0 0

0 0

一

般

国

道

指　定　区　間 377,025 377,025 0

指　定　区　間
（NEXCO西日本管理）

33,072 33,072 0 0 0

指 定 区 間 外 561,643 506,864 29,352 25,427 0

計 971,740 916,961 29,352 25,427 0

7,185

県

道

主 要 地 方 道 1,124,630 850,050 129,258 145,322

22,311一　般　県　道 1,376,239 667,691 211,131 497,417

0
一　般　県　道
（自 転 車 道）

35,559 95 35,464 0

642,739 29,496

計

自転車
道除く

2,500,869 1,517,741 340,389

自転車
道含む

2,536,428 1,517,836 375,853 642,739 29,496

29,496
県
道
計

国
道

(

県
管
理

)

自転車
道除く

3,062,512 2,024,605 369,741 668,166

29,496
自転車
道含む

3,098,071 2,024,700 405,205 668,166

94,215 5,161

市

町

村

道

一　　　級 1,275,575 576,683 604,677

二　　　級 1,701,129 367,990

そ の 他 11,718,957 1,127,340 4,607,393 5,984,224 2,013,220

計 14,695,661 2,072,013 6,091,672 6,531,976 2,057,547

（高速除く数値）
合　　　　　　　計
（高速含む数値）

18,203,829 4,506,810 6,496,877 7,200,142 2,087,043

令和3年4月1日

単位：ｍ

18,334,049 4,637,030 6,496,877 7,200,142 2,087,043

879,602 453,537 39,166


